
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 8 年 4 月の道路交通法改正により、自転車の取り締まりが

強化されます。自転車を安全に乗るために、基本的な自転車の

走行ルールを学びましょう。 

日 時： ３月３０日（月）  
10時から 11時 

講 師： 磯子警察署 交通総務係 

対 象： 磯子区内の方どなたでも 

定 員： 先着４０名  

参加費： 無料  申込み：不要 

会 場： 磯子地域ケアプラザ 多目的ホール 

 問合せ先 磯子地域ケアプラザ 

    TEL 045-758-0180 


